
※基準日時点で県内の総入院患者数が132人未満の場合、申請の受付は行いません

設備整備費補助金申請フローチャート

設備整備費補助金スケジュール

（設備申請）

・令和５年12月28日：新規申請者による整備計画書提出期限（個人防護具以外の設備を整備）

　　　　　　　　　　※令和６年１月31日までに納品できるものに限る

　　　　　　　　　　申請書提出後、県から交付内示を行う（11～12月末）

・令和６年２月29日：交付申請書兼実績報告書提出期限

・令和６年３月：交付決定通知書兼交付額確定通知書を送付、補助金支払

（個人防護具申請）

・未定：補助対象期間を周知

・未定：交付申請書兼実績報告書提出依頼

・未定：交付申請書兼実績報告書提出期限

・未定：交付決定通知書兼交付額確定通知書を送付、補助金支払

※個人防護具は基準日（水曜日）に県内の総入院患者数が132人以上となった向こう１週間が補助対象期間です

　個人防護具の補助対象期間は別途HPでお知らせします（詳細は別紙２参照）

設備及び個人防護具の申請可能
個人防護具（マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、

フェイスシールド）のみ申請可能

設備のみを申請する場合

整備計画書を提出

※内容を確認し、県より内示

を行う

個人防護具のみを申請する場合

補助対象期間※確定後、交付申請

書兼実績報告書を提出

個人防護具を申請する場合

補助対象期間※確定後、交付申請書兼実績報告書を提出

令和２年度、令和３年度、令和４年度、令和５年４月１日から９月30日までに本事業による補助を受けたことがある

いいえ はい

事業完了後、交付申請書兼

実績報告書を提出

設備及び個人防護具両方を申請する場合

整備計画書を提出

※内容を確認し、県より内示を行う

補助対象期間※確定後、設備及び個人防

護具両方の内容を記載した交付申請書

兼実績報告書を提出

別紙１

※ＨＰでお知らせします


